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⑻　仮設工設計

　仮設工設計は、ブロック、擁壁等施工上仮締切りが必要な箇所について土嚢、瀬回し等を設計するものとす

る。仮設土留め、仮設矢板締切り等、応力計算を必要とするものは共通仕様書業務委託編第6408条道路詳細設

計 2の⑺による。

⑼　用排水設計

　用排水設計を必要とする場合は、共通仕様書業務委託編第6408条道路詳細設計 2の⑻による。

⑽　施 工 計 画

　受注者は、現道交通や使用資機材の搬入路等に留意し、設計図書に基づき経済的かつ合理的に工事を実施す

るために必要な施工計画を行うものとする。

⑾　設　計　図

　受注者は、以下の設計図を作成するものとする。なお、工事発注に際して留意すべき設計条件等は図面に記

載するものとする。

1）平 面 図

　実測平面図等を用い、設計した縦断・横断の成果及び設計した全ての構造物を記入するものとする。

2）縦 断 図

　実測縦断図を用い、側点、主要点及び地形の変化点等の計面高計算を行い作成する。なお、縦断図には主

要構造物及び道路横断構造物を記入するものとする。

3）標準横断図

　切土、盛土等の断面について代表的な形状箇所を選定し作成する。標準横断図には、幅員構成、舗装構成、

法面保護工、道路付帯構造物小構造物等の必要事項を記入するものとする。

4）横 断 図

　実測横断図を用い、横断設計に基づいて設計する。横断図には、土層別の土量および法長等、必要な事項

を記入する。

5）詳 細 図

　標準設計図集以外の小構造物を使用する場合は、構造寸法及び数量表を記入した詳細図、及び舗装等展開

図を作成する。

⑿　数 量 計 算

　受注者は、平面計画、横断計画、構造図等から数量計算を実施し、数量計算書を作成するものとする。

⒀　照　　　査

　受注者は、下記に示す事項を標準として照査を行うものとする。

1）基本条件の決定に際し、被災状況の他、既設施設状況を収集、把握しているかの確認を行い、その内容が

適切であるかについて照査を行う。

2）設計条件及び現地条件など、基本的条件の整理が終了した段階での照査を行う。また、地形、地質、支障

物件（地下埋設物等）などが設計に反映されているかの確認を行う。

3）設計図、数量の正確性、適切性及び整合性に着目し照査を行う。

第 条　業 務 目 的

　河川災害査定設計は、経済的かつ合理的に、河川災復旧工事を実施するための査定設計資料を作成することを
目的とする。

第 条　業 務 内 容

　河川災害査定設計の業務内容は下記のとおりとする。

第 2章　河川災害査定設計
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⑺　照　　　査

　受注者は、下記に示す事項を標準として照査を行うものとする。

1）基本条件の決定に際し、被災状況の他、既設施設状況を収集、把握しているかの確認を行い、その内容が

適切であるかについて照査を行う。

2）設計条件及び現地条件など、基本的条件の整理が終了した段階での照査を行う。また、地形、地質、支障

物件（地下埋設物等）などが設計に反映されているかの確認を行う。

3）設計図、数量の正確性、適切性及び整合性に着目し照査を行う。

第 条　災害復旧箇所河川環境特性整理票（Ａ表）

　災害復旧箇所河川特性調査の種類は、下記のとおりとする。

1．状況及び物理的特性、河川環境、親水空間利用、周辺環境、復旧工法の検討を【美しい山河を守る災害復旧基

本方針】及び【解説書】を参照して詳細に記入する。

2．事前調査は、現地調査を行う前に設計図書に基づき、文献調査及び聞き取り調査を実施するものとする。

3．現地調査は、事前調査に基づき実施するものとする。

4．調査成果は、所定の様式「美しい山河を守る災害復旧基本方針・解説版災害復旧工法選定支援ワークシート全

国防災協会」により「災害箇所河川特性整理表」（Ａ表）」にとりまとめる。
5 ．環境スケッチは、植生、瀬の形状、生息動植物等を記入する。
第 条　設計流速算定表（Ｂ表）

1 ．設計流速算定表は、現地において代表粒径を選定し、現地河床縦断及び河川断面形状（単断面、複断面）より

流速を算定する。代表粒径と設計流速算定の作成にあたっては、「美しい山河を守る災害復旧基本方針・解説版 

全国防災協会」に基づき行う。

2．代表粒径の算定においては、河川の状況（全景写真）、サンプリング詳細写真（面積格子法等）、代表粒径写真

の 3枚をもって 1箇所のサンプリング箇所の写真とする。また、サンプリングした写真を査定設計書に添付する。
3 ．上記で決定した代表粒径等を用い、代表流速算定条件入力シートに入力する。
第 条　適用可能工法選定表

　適用可能工法選定表は、設計流速に該当する工種を抽出し、選定した工法の妥当性を検証する。

第 条　業 務 目 的

　道路付属物のみの災害（以下のみ災という）査定設計とは、災害復旧工事に必要な平面図（道路台帳等を複写

したもの）と構造図を作成し、のみ災害復旧工事を実施するための査定設計資料を作成することを目的とする。

第 条　業 務 内 容

　のみ災害査定設計の業務内容は下記のとおりとする。

⑴　設 計 計 画

　受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、共通編第 6条に示す事

項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。

⑵　現 地 調 査

　受注者は、設計に必要な現地状況を把握するために現地調査を行う。現地調査では、当該設計箇所における

被災状況を確認し、復旧方針について監督員と協議を行う。

第 3章　災害復旧箇所河川特性調査

第 4章　道路付属物のみの災害査定設計
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⑶　道路付帯構造物・小構造物設計

1）平面設計

　受注者は、道路台帳等による平面図を用い、主要工種の起点、終点、名称、延長、数量等必要項目を旗揚

げし記入する。

2）構造物設計

　監督員との協議の結果に基づき、標準横断図、展開図、構造図を作成し、防護柵数量等を算出するものと

する。

⑷　照　　　査

　受注者は、下記に示す事項を標準として照査を行うものとする。

1）基本条件の決定に際し、被災状況の他、既設施設状況を収集、把握しているかの確認を行い、その内容が

適切であるかについて照査を行う。

2）設計条件及び現地条件など、基本的条件の整理が終了した段階での照査を行う。また、地形、地質、支障

物件（地下埋設物等）などが設計に反映されているかの確認を行う。

3）設計図、数量の正確性、適切性及び整合性に着目し照査を行う。

第 条　業 務 目 的

　凍上災害査定設計とは、災害復旧工事に必要な平面図（道路台帳等を複写したもの）と構造図を作成し、凍上

災害復旧工事を実施するための査定設計資料を作成することを目的とする。

第 条　業 務 内 容

　凍上災害査定設計の業務内容は下記のとおりとする。

⑴　設 計 計 画

　受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、共通編第 6条に示す事

項について業務計画書を作成し、監督員に提出するものとする。

⑵　現 地 調 査

　受注者は、設計に必要な現地状況を把握するために現地調査を行う。現地調査では、当該設計箇所における

被災状況を確認するとともに、測点の設置、幅員の測定及び当該箇所における施設の状況等の確認を行う。

⑶　平面縦断設計

1）平面設計

　受注者は、道路台帳等による平面図を用い、主要工種の起点、終点、名称、延長、数量等必要項目を旗揚

げし記入する。また、現地調査の結果を基に標準横断図及び展開図を作成し、舗装面積数量等を算出するも

のとする。

2）縦断設計

　受注者は、実測縦断図を用い、各測点及び主要点を標準とする測点について計画高計算を行うものとする。

⑷　照　　　査

　受注者は、下記に示す事項を標準として照査を行うものとする。

1）基本条件の決定に際し、被災状況の他、既設施設状況を収集、把握しているかの確認を行い、その内容が

適切であるかについて照査を行う。

2）設計条件及び現地条件など、基本的条件の整理が終了した段階での照査を行う。また、地形、地質、支障

物件（地下埋設物等）などが設計に反映されているかの確認を行う。

3）設計図、数量の正確性、適切性及び整合性に着目し照査を行う。

第 5章　凍上災害査定設計
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第 条　野 帳 作 成

　業務内容は次のとおりとする。

　大きさは原則としてA 4とするが、必要に応じて折り込みとすることができる。

　平面図と標準横断図のみを図化し、延長、法長、構造物数量等の代表的なものを平面図に明示する。平面図及

び標準横断図の文字は肉眼で判断できる大きさとする。また、余白に「年災」「査定番号」「路河川名」「字名」 

を記入する。

　豆図は手書き、またはCAD図面を縮小して作成するものとする。

第 6章　野  帳  作  成
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第 条　業務の目的

　道路・河川災害実施設計は、査定により決定された工法と延長に基づき、復旧工事を施工するために必要な資

料を作成することを目的とする。

第 条　業 務 内 容

⑴　平面図作成

　査定により決定された延長及び工種に基づき平面図を作成する。

⑵　縦断図作成

　査定により決定された延長及び工種に基づき縦断図を作成する。

⑶　横断図作成

　査定により決定された延長及び工種に基づき横断図を作成する。

⑷　土工数量算出

　横断図に基づき切土、盛土の数量を算出する。

⑸　構造物数量算出

　詳細図を作図し、材料の数量を算出する。

⑹　照　　　査

　照査技術者は、下記に示す事項を標準として照査を行うものとする。

1）査定により決定された基本条件に基づき設計の内容が適切であるかについて照査を行う。

2）設計図、数量の正確性、適切性及び整合性に着目し照査を行う。

⑺　貸 与 資 料

　発注者が貸与する資料は下記を標準とする。

1）査定時の設計書一式

2）査定成果物

第 2編　実　施　設　計

第 1章　道路・河川災害実施設計
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